
H29.1.4

空家

空家の判定 用途変更手続空家の区域

●自己の居住用に供する住宅（兼用住宅を含む）

〇線引き前建物、既存宅地確認制度により建築された建

物

○農家住宅（開発許可不要、法第２９条第１項第２号）

○戸建専用住宅、兼用住宅（法第３４条第１１号指定区域、

法第３４条第１２号指定区域）

○分家住宅、収用移転住宅、借家転居、認定既存住宅団

地内の住宅（法第３４条第１２号）

○専用住宅、困窮者住宅（法第３４条第１４号、開発審査

会議決）

住宅

○賃貸戸建専用住宅

○賃貸戸建兼用住宅

〇賃貸店舗等＝都市計画法第３４条第１号に該当する施設

・主に、空家周辺に居住する人の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の店舗及び事業所

（食料品店、理容室、美容室、飲食店、自動車修理場及び小売店、ガソリンスタンド、塾等）

・空家周辺の市街化調整区域に居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物

（地域に密着した社会福祉施設）

市計画法第３４条第１号に該当する施設（別紙業種一覧又は公益施設一覧参照＝資料 ２、３）都都市

○従業員宿舎 ○社宅 ○別荘 〇共同住宅 〇長屋住宅

○貸事務所 ○貸倉庫 〇その他借主自らが居住又は業務しない用途のもの 〇法第３４条第１号に合

致しない業種の建物又は社会福祉施設

空店舗又は空事業所

●自己の業務用に供する建物

〇線引き前に建築された店舗等、既存宅地確認制度により建築

された店舗等

○日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の店舗及び事業

所（法第３４条第１号）

飲食店、理容室、美容室、日用品販売店、自動車修理場等

（市街化調整区域の人の日常生活に必要な施設）

店舗等

市街化調整区域内の空家、空店舗又は空事業所

第１１号指定区域

第１２号指定区域

認定既存住宅団地

・原則として増築、改築は行わない

・建物の転貸しない

・自治会活動に参加、協力すること

・建物所有者と建物使用する者が直接賃貸借契約を締結すること

空家、空店舗等の敷地及び

建物規模の緩和あり

（資料１参照）

要件

・合法性（都市計画法、建築

基準法）

認められるもの

認められないもの

賃貸に対する要件

建物要件

用途

〇空家等とは、「概ね１年以上住まわれていない空家等や使用されていない店舗等（不動産会社等の管理物件は除く。）及びその敷地」

〇空家等調査により自治会から報告があり、市が現地調査等から空家と判定した物件が対象

〇賃貸は、建物所有者と空家等を利用する人が直接賃貸借契約を結ぶもの

〇空家等を借家として利用する場合は、都市計画法第４３条第１項に基づく用途の変更許可（賃貸用途に変更）を得ること

○店舗等は法第３４条第１号の範囲において用途を変更するものに限る

〇敷地及び建物の規模は、空家と判定された時点の規模で用途の変更が可能

第１１号指定区域、第１２号指定区域及び認定既存住宅団地において、適法に建築された空家等を賃貸して住宅又は店舗等として利活用することができる。（用途変更許可を要する。）



H29.1.4市街化調整区域内の空家、空店舗又は空事業所の用途変更時の敷地及び建物規模（要件緩和）

法に適合した建物で、市の判定を受

けた空家又は店舗に限り、敷地規模、

建物規模に関係なく、既存の敷地及

び建物の規模で用途変更が可能。

（原則、増築、改築はできない。建物

内のリフォームは可。）

離れ

空家等の利活用のために緩和

資料 １

空住宅（敷地面積５００㎡を超える場合）

蔵

解体 分筆

現行とおりに用途変更する場合

母屋

離れ

空店舗又は空事業所
（敷地面積及び建物床面積が基準以上の場合）

分筆

店舗
倉庫

解体

敷地面積 ５００㎡以内に分筆し、

敷地外の不可分な建物は解体

第１２号指定区域
コミュニティの維持が必要な敷地間50ｍ、50戸未満の区域

第１２号指定区域
コミュニティの維持が必要な敷地間50ｍ、50戸未満の区域

空家

認定既存住宅団地
線引き前に造成された一団地

の敷地間50ｍの土地
第１１号指定区域

敷地間50m、50戸以上区域

空家等を賃貸して住宅や店舗等に利活用

空家等を賃貸して住宅又は店舗等に利活用

空家空家

空家

50ｍ未満

50ｍ未満

50ｍ未満

50ｍ未満

法第３４条第１号要件の敷地規模及び建物規模に合わせるた

め、認められる面積に分筆し、不可分な建物は解体

市街化区域
市街化区域から１ｋｍの範囲

第１１号指定区域、第１２号指定区域及び認定既存住宅団地のイメージ図

空店舗

空店舗

空店舗

空店舗


